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工事請負契約締結後における単価適用日の変更に伴う特例措置の実施について 

 

 

「土木事業」、「建築関係事業単価表」及び「農林土木事業単価表」（以後「単価表」という。」

に基づき積算を行った工事について、賃金や建設資材等の急激な変動に対処するため、下記

のとおり、契約締結後に単価適用日を変更することができる特例措置を定めます。 

 

 

記 

 

 

１ 措置の内容 

  ２に定める工事の受注者は、会津若松市工事請負契約約款第５０条の規定に基づき、当

初契約締結日（以下「基準日」という。）時点における直近の単価表を適用した積算に基づ

く契約に変更するため請負代金額の変更の協議を発注者に対して請求することができる。 

  ただし、見積り及び物価資料等により設定している設計単価については、変更の対象と

しないものとする。 

 

２ 適用対象工事 

平成２７年４月１日以降に契約を締結する工事のうち、基準日における直近（契約締結

日の直前）の単価表を適用しないで積算している工事となります。 

契約締結の際に、本特例措置の内容及び請求期限を記載した通知をお渡しします。 

 

３ 請負代金額の変更 

変更後の請負代金額については、次の式により算出します。 

変更後の請負代金額＝Ｐ補正×ｋ 

この式において、Ｐ補正及びｋはそれぞれ次の額を表します。 

Ｐ補正：基準日における直近の単価表により積算された予定価格 

ｋ ：当初契約の落札率 

 

 

 

 

 

 



４ 協議の請求期限 

この特例措置に基づく受注者からの請負代金額変更の協議の請求期限については、原則

として当初契約締結の日から３０日以内となります。 

ただし、当該案件が議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関する条例第

２条の規定に基づく議決を要する場合、議会の議決を得て本契約として成立した日から３

０日以内となります。 

 

５ 適用時期 

平成２７年４月１日から施行し、東日本大震災の復旧・復興事業に伴い工事量が増加し

ている当面の間とする。 

 

６ その他 

単価適用日の変更に基づく変更契約後においても、約款第２５条第１項から第４項まで

（全体スライド）、第５項（単品スライド）、第６項（インフレスライド）の規定に基づく

請負代金額の変更を請求することが出来ます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

事務担当 契約検査課入札契約グループ Tel ０２４２－３９－１２１７ 


